
根室市観光協会 レンタサイクル利⽤規約 
ご利⽤前に必ず本規約をお読みになり、承諾の上お申込み下さい。 

 
1．利⽤申込 
利⽤申込は利⽤⽇、当協会窓⼝での申込のみと致します。予約は受付けておりません。 
⼿続きの際に利⽤申込書に必要事項を記⼊のうえ、⾝分を証明できるもの(運転免許証、健康保険
証など)と⼀緒に提⽰してください。 
⾝分証明書の番号を控えさせていただく場合があります。 
申込書に虚偽の記載をされた場合には利⽤をお断りすることがあります。 
また、天候その他の事情により貸出できない場合があります。予めご了承ください。 
 
2．利⽤料⾦及び期間 
利⽤料⾦は、1 ⽇(16 時までに返却)2,000 円といたします。 
⽀払⽅法は現⾦のみで前払いといたします。 
利⽤期間は、5 ⽉上旬〜10 ⽉下旬までとし、貸出・返却とも当⽇、当協会開館時間内(9︓00〜
16︓00)に⾏うものとします。 
⽇をまたいでのレンタルは⾏っていません。 
また、連絡のないまま返却時間を⼤幅に過ぎ、連絡の取れない場合などは、盗難等の防⽌のため
所轄警察署へ届出を⾏う場合があります。 
 
3．利⽤対象者・利⽤条件 
・⾼校⽣以上の根室市外在住者といたします。 
・酒気を帯びていなく、安全上⽀障がない者といたします。 
・お⼀⼈様に同時に複数の⾃転⾞を貸出することはできません。 
・本規約及び道路交通法、その他交通規則等を厳守すること。 
・反社会的勢⼒に所属しもしくは関係性がないこと。 
 
4．禁⽌事項 
利⽤者は以下の⾏為をしないで下さい。 
・飲酒、無謀運転、その他交通法規に違反する⾏為 
・危険箇所・その他不適切な場所での利⽤ 
・無施錠での駐輪、また歩⾏者や⾃転⾞の通⾏障害となるような場所での駐輪 
・レンタサイクルの改造 
・運転中にレンタサイクルの異常(パンク等)を認めた場合、運転を継続する⾏為  
・レンタサイクルの返却場所以外での途中放置 
・利⽤申込者以外の者に使⽤させること 
 
5．⾃転⾞の故障 
利⽤中にパンク等、⾃転⾞に異常や故障が発⽣した場合、速やかに当協会へ連絡し返却してくだ
さい。 
利⽤者の故意または過失による⾃転⾞の故障・破損については、利⽤者の費⽤負担で修理してい
ただくことになります。 
⾃転⾞の故障によって利⽤者その他第三者に損害が発⽣したとしても、当協会に起因する場合を
除いて⼀切責任を負いません。 
 
 



6．鍵の紛失・破損 
⾃転⾞のカギを紛失・破損された場合は、交換料として 2,000 円をいただきます。 
無施錠での駐輪等、利⽤者の過失による盗難・紛失等に遭遇した場合には違約⾦をいただく場合
があります。  
 
7．⾃転⾞の盗難・紛失 
利⽤期間中に⾃転⾞の盗難・紛失等に遭遇した場合は、速やかに当協会まで連絡してください。 
無施錠のまま放置した等利⽤者に起因する事情により盗難・紛失した場合や、利⽤者による重⼤
な過失が認められた場合は違約⾦ 50,000 円をいただく場合があります。 
 
８．事故 
利⽤者は⾃転⾞利⽤中の事故について、⾃らの責任において処理・解決するものとします。 
利⽤期間中に事故にあった場合は、速やかに当協会まで連絡してください。 
必要な場合は、警察に連絡する等、法令で定められた処置を利⽤者⾃⾝でとってください。 
利⽤者の責に帰すべき事由により、当協会または第三者に損害を与えた場合、利⽤者はこれを賠
償するものとします。 
レンタサイクル利⽤時の傷害等につきましては、当協会が加⼊している TS マーク付帯保険を適⽤
します。 
(別紙参照) 保険の範囲を超えての保障は、当協会は⼀切の責任を負いません。 
事故についての⽰談等が必要な場合には、利⽤者⾃らの責任で⾏っていただきます。当協会は事
故についての⼀切の責任を負いません。      
 
９．不可抗⼒事由による途中終了        
利⽤期間中、天災その他当協会および利⽤者のいずれの責めにも帰さない不可抗⼒の事由により
レンタサイクルが使⽤不能となった場合には貸渡契約は終了するものとします。この場合、利⽤
者はその旨を当協会に速やかに連絡するものとし、レンタル料⾦が返還されないことをあらかじ
め承諾します。 
           
10．規約等の変更 
当規約・営業時間・サービス内容等は予告なく変更されることがありますのでご了承ください。 
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●その他 （運転される前にご確認下さい） 
・レンタサイクルは定期的に確認しておりますが利⽤前に必ずブレーキ・ハンドルのゆるみ等を

確認し、運転の安全性を確かめて下さい。 
・⾃転⾞の運転は、道路交通法により⾞道左側通⾏が原則です。そのほか交通ルールを守って安

全に⾛⾏ください。 
・安全⾯の観点から貸出するヘルメットの着⽤をお願いいたします。 
 
 

貸出施設︓根室市観光協会 TEL(0153)24-3104 


